
 

重要事項説明書 

 

介護保健施設サービスについて 

 

◇介護保険証の確認 

説明を行うにあたり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

◇ケアサービス 

  当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける

状態になるかという施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に

関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・保証人の

希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。 

  医療： 

   介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医

師・看護職員が勤務していますので、ご利用者の状態に照らして適切な医療・看護

を行います。 

  介護： 

   施設サービス計画に基づいて実施します。 

  機能訓練： 

   原則として機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練のため

のリハビリテーション効果を期待したものです。 

 

◇生活サービス 

当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の

立場に立って運営しています。 

  療養室： 

   ２人室、４人室 

 

 食事： 

   朝食   ８時００分～ 

   昼食 １２時００分～ 

   夕食 １８時００分～ 

    ＊食事は原則として食堂でおとりいただきます。 

 

  入浴： 

   週に最低２回。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。 

 

 理美容： 

   月２回、協力理美容店からの訪問サービスを実施します。 

 

 



 

◇利用料金 

  別紙料金表参照 

 

 支払方法 

  ・毎月５日から請求書をお渡しさせて頂きます。領収書は引き落とし確認後の発行と

なります。 

  ・お支払い方法は、原則、毎月２７日に指定口座よりの引き落としとなります。 

  ・お支払い方法に不都合等がございましたらご相談ください。 

 

◇他機関・施設との連携 

   当施設では、病院・診療所に協力をいただいていますので、利用者の状態が急変し

た場合には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

 

◇緊急時の連絡先 

緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

なお、当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽に

ご相談ください。 

   （電話 ０７３６－３７－４１６５） 

また、要望や苦情なども、支援相談担当者にお寄せいただければ、速やかに対応いたし

ます。 

 

介護老人保健施設 グリーンガーデン橋本のご案内 

（令和５年４月１日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施設名       介護老人保健施設 グリーンガーデン橋本 

   ・開設年月日     平成１０年４月１日 

      ・所在地       和歌山県橋本市隅田町山内字栢谷１９１９番地 

   ・電話番号      0736-37-4165 

  ・ファックス番号   0736-37-4185 

      ・管理者名      小西 敏彦 

      ・介護保険指定番号    介護老人保健施設（3051080020号） 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な

医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、利用者

の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活

に戻ることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を１日

でも長く継続できるよう、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）や通所

リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）といったサービスを提供

し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 



 

（３）施設の職員の勤務体制については事務所受付にて掲示してありますのでご覧くださ

い。 

 

（４）入所定員等 

   ・定員 １００名（うち認知症専門棟 ０名） 

   ・療養室  ２人室…２室、４人室…２４室 

 

（５）通所定員 ４０名 

 

２．サービス内容 

① 施設サービス計画の立案 

② 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の立案 

③ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画の立案 

④ 食事 

⑤ 入浴（個人浴槽、一般浴槽、入浴に介助を要する利用者にはリフト浴で対応） 

 ⑥ 医学的管理・看護 

 ⑦ 介護（退所時の支援も行います） 

 ⑧ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

 ⑨ 相談援助サービス 

 ⑩ 利用者が選定する特別な食事の提供 

 ⑪ 理美容サービス 

毎月２回訪問理美容サービスを利用いただけます。サービスの内容はお好みに合わせて

選択できるようになっております。 

⑫ 行政手続代行 

⑬ 診断書料       

⑭ その他 

   ＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいた

だくものもありますので、具体的にご相談ください。 

３．協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関に協力いただいています 

・ 協力医療機関      

   ・名 称  医療法人南労会 紀和病院・紀和クリニック・みどりクリニック 

   ・住 所  和歌山県橋本市岸上 18番地の 1 

  

  ・協力歯科医院 

     ・名 称  小柳歯科クリニック 

     ・住 所  和歌山県橋本市岸上５６３－１ 

     ※なお緊急を要する場合には、他医療機関に協力をお願いする場合があります

のでご了承ください。 

 

 



 

４．施設利用に当たっての留意事項 

・ 面会 

原則として９時より１９時までの間にお願いします。（なお多人数で居室に入ら

れることはお断り致します。） 

・ 外出・外泊 

原則として前日までにお知らせください。 

・ 飲酒・喫煙 

飲酒は、禁止させていただきます。喫煙については、３階所定場所において、

お願いいたします。 

・ 火気の取扱い 

ライターなどの危険な物は、持ち込まないでください。 

・ 設備・備品の利用 

テレビ貸し出しサービス 

・ 所持品・備品等の持ち込み 

在宅生活に復帰いただく為の施設です。過度のお荷物の持ち込みは同室者の迷

惑になりますのでお断り致します。 

・ 金銭・貴重品の管理 

  持ち込みを禁止させて頂きます。 

・ 外泊時等の施設外での受診 

必ず施設までご連絡ください。 

・ 宗教活動 

施設内での布教活動などは禁止します。 

・ ペットの持ち込み 

衛生面での配慮の為、ご面会時には玄関外でお願いいたします。 

 

５．非常災害対策 

  ・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓、自動火災通報装置、誘導灯等 

  ・防災訓練  年２回 

 

６．禁止事項 

  当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の 

「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

７．第三者評価の有無 

  無し 

 

８．その他 

  約款及び重要事項説明書の交付を行い同意を得るものとします。 



 

介護老人保健施設入所利用同意書 
 

 

介護老人保健施設 グリーンガーデン橋本の入所利用をするにあたり、介護老人保健施設

入所利用約款及び重要事項説明書を受領し、これらの内容に関して、担当者による説明を

受け、これらを十分に理解した上で同意します。 

 

令和    年    月    日 

 

＜利用者＞ 

氏  名                 

 

住  所 

 

＜保証人＞ 

氏  名                 

 

住  所 

 

介護老人保健施設 グリーンガーデン橋本 

管理者  小西 敏彦 殿 

【本約款第５条の請求書・明細書及び領収書の送付先】 

 

【本約款第９条３項の緊急時の連絡先】 

 

・氏  名                  （続柄        ） 

・住  所  

・電話番号  

・氏  名                  （続柄        ） 

・住  所  

・電話番号  


